
KYT20171121SH2 

あさがおⅠ、あさがおⅡ、あやめ、ききょう、ききょうⅡ、クローバーⅠ、クローバーⅡ、コスモス、 

すいせん、スイートピーⅡ、すみれ、たんぽぽ、つくし、なのはなⅠ、なのはなⅡ、フリージア、もみじ、

ラベンダーをお使いのお客様はお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 11 月機能追加版より、利用料請求書・領収書が大幅に機能改良され、利用料請求書が新しく

なります（以下、「新利用料」といいます）。以下の注意事項をお読みいただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

① 新利用料へは、切り替え設定があります 

様式や機能が大幅に変更になりますので、新利用料へ切り替えるか、従来通り利用料請求書を使用

されるかの切り替え機能があります。 

お客様はご都合の良いタイミングで、新利用料に切り替えていただくことが可能です。 

切り替えは、ご利用のシステムすべてを同時に切り替える必要があります。 

 

 

② 平成 31年３月までに切り替えを行ってください 

現在の利用料請求書、領収証は平成 31 年 3月以降ご利用になれません。 

 

 

③ 利用料請求書の専用用紙をお使いのご事業所様へ 

現在弊社で販売している 2 種類の専用用紙の記載内容を充実させた、新しい専用用紙を販売いたし

ます。詳細は別紙「利用料請求書の専用用紙について」をご確認ください。 

専用用紙の帳票イメージは、別紙「利用料請求書様式サンプル」（⑤⑦）をご確認ください。 

新利用料への切り替えは、新しい専用用紙がお手元に届いてから行ってください。 

 

 

④ てんとう虫をお使いのご事業所様へ 

てんとう虫をお使いのご事業所につきましては、新利用料への切り替えができない場合がござい

ますので、サポートセンターにお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。 

【サポートセンター】 

ＴＥＬ ０１２０－０３６－６５３  ＦＡＸ ０７６－２９６－３３６９ 

 

 

新しい利用料請求書・領収書の注意事項について 必ずお読み 

ください。 


